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（目的）
第１条　この要綱は、町内に事業所を有する中小企業者等であって、国庫補助金等の申請を行う事業者に対し、予算の範囲内において申請手続きに係る費用の一部を補助することにより、ポストコロナ、ウィズコロナ時代の社会変化に対応する町内事業者を支援することを目的とする。
（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件をすべて満たす、町内に主たる事業所を有する中小企業者等（個人事業主、小規模事業者、フリーランス、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、公益社団・財団法人、組合（農業協同組合法（昭和22年法律第132号）、消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号）、中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づく組合等、または有限責任事業組合を含む。））とする。ただし、補助対象者が池田町暴力団排除条例（平成24年池田町条例第４号）第２条第１号から第３号及び池田町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成22年池田町要綱第15号）第３条各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
　(1)　町内で現に事業活動を行っている者
　(2)　申請日以降も事業を継続する意志がある者
　(3)　申請時点において、町税及び料金の滞納がない者
（補助金額）
第３条　補助金の額は、国庫補助金等の申請を経営コンサルタント等に委託した場合に要する費用の３分の２以内の額（その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、20万円を上限とする。
（交付申請）
第４条　補助金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、池田町中小企業者等補助金申請支援補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる資料を添えて、町長に提出しなければならない。なお、補助金の申請回数は、１事業者１回限りとする。
(1)　経営コンサルタント等と締結した国庫補助金等の申請手続きに係る契約書の写し
(2)　前号に係る経営コンサルタント等への費用の支払いが確認できる書類
(3)　国庫補助金等の申請書類又は当該国庫補助金等の申請に対し、国が受理した事を証する書類
(4)　その他町長が必要と認める書類
（交付決定）
第５条　町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、池田町中小企業者等補助金申請支援補助金交付決定通知書(別記第２号様式)により申請者（以下「補助事業者」という。）に通知するものとする。
２　町長は、前項の通知を行う場合において必要と認めたときは、条件を付することができる。
　（補助金の交付請求）
第６条　前条の規定による補助事業者は、池田町中小企業者等補助金申請支
援補助金請求書（別記第３号様式）により町長へ補助金を請求するものと
する。
（決定の取消し）
第７条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1)　虚偽その他不正な行為により補助金を申請したとき。
(2)　その他町長が交付決定の取り消しを必要と認めたとき。
（補助金の返還）
第８条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1)　この要綱に違反したとき。
(2)　補助金交付の条件に違反したとき。
(3)　不正の行為が認められたとき。
(4)　その他町長が返還を必要と認めたとき。
（関係書類の保存）
第９条　補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた当該年度の終了後５年間、補助事業に係る帳簿等証拠書類を保存しなければならない。
（その他）
第10条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
この要綱は、公布の日から施行する。
